
訪問看護医療情報連携加算に関するお知らせ 

 

当ステーションでは、令和 8 年度診療報酬改定に伴い、「訪問看護医療情報連携加算」の

届出を行っております。 

この加算は、ICT(情報通信技術)を活用し、医療機関・薬局・介護事業所等と必要な診療

情報を共有することで、より安全で質の高い訪問看護を提供することを目的とした制度で

す。 

当ステーションでは、以下の体制を整備しております。 

 

情報連携体制 

・ICT ツール(MCS:メディカルケアステーション)を活用した情報共有 

・医療機関、薬局、介護事業所等との迅速な連携 

・訪問看護計画や療養状況の共有 

・緊急時や状態変化時の速やかな情報確認 

 

個人情報の取り扱いについて 

利用者様の診療情報等は、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参

考に適切に管理いたします。 

また情報共有は利用者様・ご家族様の同意のもと実施いたします。 

 

主な連携機関 

・医療法人将優会 クリニックうしたに 

・いのうえ在宅クリニック 

・マナビヤ在宅クリニック「un」 

・医療法人社団彩り会 彩り在宅クリニック 

・あおやま訪問救急クリニック 

・社会福祉法人キャンパスの会 はながしま診療所 

・認定特定非営利活動法人ホームホスピス宮崎 みつばち診療所 

・あかり在宅クリニック 

・医療法人社団青雲 池田台クリニック 

 

今後とも地域の関係機関と連携し、安心して在宅療養を継続できる体制づくりに努めてま

いります。 

令和 8 年 6 月 

独立行政法人地域医療機能推進機構 

宮崎江南病院附属訪問看護ステーション 


